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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザに特化されたサウンドデータベースを生成するコンピュータ実施方法において、
　サウンド要素を有する第１のデータベースの所有者である前記ユーザの音楽的嗜好を示
す第１のサウンドフィーチャを決定し、これにより第１のフィルタを作成するステップで
あって、前記第１のサウンドフィーチャが、調性、パーカッシブ性、又はスペクトル帯域
幅の少なくとも１つを含む、ステップと、
　前記ユーザをリラックスまたは活性化させる効果を持つサウンド要素を有する第２のデ
ータベースに前記第１のフィルタを適用して前記第１のサウンドフィーチャに類似するサ
ウンドフィーチャを含むサウンド要素を選択し、これによりフィルタリングされた第２の
データベースを生成するステップと、
　サウンド要素を有する第１のデータベースに前記ユーザをリラックスまたは活性化させ
る効果を持つサウンド要素を選別する第２のフィルタを適用し、これによりフィルタリン
グされた第１のデータベースを生成するステップと、
　前記フィルタリングされた第１のデータベースを前記フィルタリングされた第２のデー
タベースと組み合わせ、これにより前記ユーザに特化されたサウンドデータベースを生成
するステップとを有するコンピュータ実施方法。
【請求項２】
　前記第１のフィルタが、デジタル信号処理アルゴリズムを有し、前記デジタル信号処理
アルゴリズムは、前記第２のデータベースに適用される場合に、前記第２のデータベース
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から、前記第１のサウンドフィーチャの値に類似した値を持つサウンドフィーチャを持つ
サウンド要素を選択する、請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項３】
　前記第２のフィルタが、デジタル信号処理アルゴリズムを有し、前記デジタル信号処理
アルゴリズムは、前記第１のデータベースに適用される場合に、前記第１のデータベース
内のサウンド要素の第２のサウンドフィーチャを決定し、所定の値に対応する該第２のサ
ウンドフィーチャの値を持つサウンド要素を前記第１のデータベースから選択する、請求
項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項４】
　前記第２のサウンドフィーチャが、前記サウンド要素の知覚されるテンポである、請求
項３に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項５】
　前記ユーザに特化されたサウンドデータベースからのサウンド要素を前記ユーザに対し
て再生するステップを更に有する、請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項６】
　前記第１のサウンドフィーチャが、
　前記ユーザに特化されたサウンドデータベースからのサウンド要素を前記ユーザに対し
て再生し、
　前記再生している間に前記ユーザの少なくとも１つの生理的状態の変化をモニタし、
　前記ユーザの前記少なくとも１つの生理的状態に対応する身体パラメータが所定の強度
を持つ場合に、前記ユーザに特化されたサウンドデータベースにおける再生されたサウン
ド要素から前記第１のサウンドフィーチャを抽出する、
ことにより更に決定される、請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項７】
　前記再生している間に前記ユーザの少なくとも１つの生理的状態の変化をモニタするス
テップと、
　前記再生している間に前記ユーザの少なくとも１つの生理的状態の悪化を生じるサウン
ド要素を前記ユーザに特化されたサウンドデータベースから除去するステップとを更に有
する、請求項５に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項８】
　少なくとも１つの電子データプロセッサと、
　前記データプロセッサに接続されたデータ通信インタフェースとを有するユーザに特化
されたサウンドデータベースを生成するコンピュータベースのシステムにおいて、
　前記コンピュータベースのシステムが、
　サウンド要素を有する第１のデータベースの所有者である前記ユーザの音楽的嗜好を示
す第１のサウンドフィーチャを決定し、これにより第１のフィルタを作成し、
　前記ユーザをリラックスまたは活性化させる効果を持つサウンド要素を有する第２のデ
ータベースに前記第１のフィルタを適用して前記第１のサウンドフィーチャに類似するサ
ウンドフィーチャを含むサウンド要素を選択し、これによりフィルタリングされた第２の
データベースを生成し、
　前記コンピュータベースのシステムが、サウンド要素を有する第１のデータベースに前
記ユーザをリラックスまたは活性化させる効果を持つサウンド要素を選別する第２のフィ
ルタを適用し、これによりフィルタリングされた第１のデータベースを生成し、
　前記コンピュータベースのシステムが、前記フィルタリングされた第１のデータベース
を前記フィルタリングされた第２のデータベースと組み合わせ、これにより前記ユーザに
特化されたサウンドデータベースを提供し、
　前記第１のサウンドフィーチャが、調性、パーカッシブ性、又はスペクトル帯域幅の少
なくとも１つを含む、コンピュータベースのシステム。
【請求項９】
　コンピュータにロードされ、実行される場合に、請求項１に記載の方法により規定され
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るステップをコンピュータに実行させるコンピュータ可読命令を記憶したコンピュータ可
読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音楽療法の分野に関する。特に、本発明は、リスナーの生理的状態の変化を
誘発するサウンド及び音楽トラックの個人化されたデータベースを生成する方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　研究は、サウンド、特に音楽は、リスナーに有益な影響を持つことができる。一般に、
リスナーは、特定の音楽トラックを聞くことにより、緩和のレベルを増大させ、不安、痛
み、したがってモルヒネのような鎮痛剤及び鎮静剤の消費を減少させることができる。
【０００３】
　特定のタイプの音楽又は自然音は、不安、ストレス及び痛みを減少させることによりリ
スナーに対してヒーリング効果を持つとみなされることができる。
【０００４】
　疑いようもなく、異なる病気を患う人に対する特定のサウンド及び音刺激の正の効果が
、示されている。
【０００５】
　例えば、集中治療室（ＩＣＵ）の患者は、一般に、おそらくＩＣＵ患者に影響を与える
単一の最も一般的な急性疾患であるせん妄（delirium）を経験する。せん妄は、深刻な神
経精神症候群に対して一般的である急性錯乱状態であり、注意欠陥、挙動の深刻な無秩序
、認知障害並びに幻覚及び妄想のような精神病性特徴を生じる。ＩＣＵ患者を特定のサウ
ンド及び音楽トラックにさらすことは、せん妄を防ぐことができ、患者の視覚的及び音響
的状態を向上させ、すなわち前記患者の場所及び時間の感覚の喪失を避ける。
【０００６】
　しかしながら、特定のサウンド及び音楽刺激の正の効果は、前記患者の個人的な好みが
考慮される場合に、はるかに効果的である。
【０００７】
　実際に、重要な問題の１つは、どのようにして異なる嗜好及び好みによる患者間の個人
差を把握するかである。例えば、遅いテンポを持つ音楽トラックは、あるリスナーには嫌
われ、緩和効果を誘発しないのに対し、他のリスナーに対しては、全く同じ音楽トラック
が、反対の効果を誘発しうる。
【０００８】
　ＵＳ２０１０／０１９１０３７は、がん治療に関連した音楽の使用に関する。この方法
は、音楽トラックのプレイリストをフィルタリングして、最初の気分から目標の気分まで
気分の進行する変調を生じ、前記リスナーを当該プレイリストの音楽トラックにさらすこ
とにより人の気分を変調させる。
【０００９】
　ＵＳ２００７／０１７６９２０は、医療環境において人に個人化された経験を提供する
システムを記載している。しかしながら、前記個人化された経験は、病院データベースコ
ンテンツ内の限定的な選択により得られ、人の唯一のインタラクションは、病院データベ
ースが提供する異なるコンテンツ間の手動選択である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の発明者は、個人化されたサウンドデータベースを生成する改良された方法が有
益であると認識し、結果的に本発明を考案した。
【００１１】
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　ヒーリングサウンドのような有益なサウンドの個人化されたデータベースを達成するこ
とは有利である。ユーザがヒーリングサウンドの個人化されたデータベースにアクセスす
ることを可能にすることも望ましい。
【００１２】
　一般に、本発明は、好ましくは、上述の不利点の１つ又は複数を単独で又は組み合わせ
で軽減、緩和又は除去しようとする。特に、本発明の目的として、従来技術の上述の問題
又は他の問題を解決する方法を提供することが見られることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　これらの関心事の１つ又は複数により良く対処するために、第１の態様において、本発
明は、個人化されたサウンドデータベースを生成するコンピュータ実施方法に関し、前記
方法は、サウンドのような要素を有する第１のデータベースの要素のサウンドフィーチャ
の好適な値を決定し、これにより第１のフィルタを作成するステップと、サウンドのよう
な要素を有する第２のデータベースに前記第１のフィルタを適用し、これによりフィルタ
リングされた第２のデータベースを生成するステップとを有する。
【００１４】
　要素は、ここで音楽の抜粋、音楽トラック、歌又はラジオ番組、自然音、例えば鳥の鳴
き声若しくは滝の音、の同義語として使用されるサウンドであることができる。一部の要
素は、例えば森への野外旅行中に、前記データベースの所有者により直接的に記録されて
もよい。この応用の目的で、サウンドは、ここで音楽トラックとも称される。
【００１５】
　サウンドのような要素を有するデータベースは、いかなる形のいかなる音楽又はサウン
ドライブラリであってもよい。前記データベースは、メモリスティック、コンピュータハ
ードディスク、スマート音楽プレイヤ又はスマートホンメモリのようないかなるタイプの
サポートに記録されてもよい。前記データベースは、特定のソフトウェアによりアクセス
可能な遠隔ライブラリ、例えばインターネットによりアクセス可能なプレイリストであっ
てもよい。
【００１６】
　本発明は、第１のフィルタと称される個人フィルタを作成することにより個人化された
サウンドデータベースを生成する方法を記載し、前記方法は、第１のデータベースと称さ
れる、サウンドのような要素を有する個人データベースの要素のサウンドフィーチャの好
適な値を決定するステップと、第２のデータベースと称される一般データベースにこの個
人フィルタを適用し、フィルタリングされた第２のデータベースと称される、個人特性を
有する一般データベースを生成するステップとを有する。
【００１７】
　前記個人データベースは、患者のお気に入りのサウンドを含む患者コレクションであり
うる。前記個人サウンドデータベースは、前記患者により提供される又は他のデータベー
ス、例えば前記一般データベースから歌を選択することにより前記患者の代わりに親戚に
より編集されたデータベースでありうる。
【００１８】
　前記一般データベースは、病院の音楽ライブラリのような、ヒーリングサウンドを含む
サウンドのコレクションでありうる。前記患者コレクションに基づいて、前記患者の個人
的な音楽の好みが決定される。これらの個人的な好みは、前記個人フィルタを改良するの
に使用される。
【００１９】
　ヒーリングという言い回しは、リスナーとも称される、特定のサウンドにさらされる人
に対する有益な効果を称するものとして使用される。したがって、ヒーリングという言い
回しは、この応用の目的で、治療の一般的な定義に限定されるべきでなく、リスナーに対
する負の効果の発生を防ぐ意味をも持ちうる。
【００２０】
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　サウンドフィーチャは、ここで、前記要素の特徴とも称される。
【００２１】
　例えば、前記サウンドフィーチャは、実施例によっては、調性、パーカッシブ性又はス
ペクトル帯域幅でありうる。
【００２２】
　他の実施例において、前記サウンドフィーチャは、前記要素の知覚されたテンポであり
うる。
【００２３】
　実施例によっては、第１の態様による前記コンピュータ実施方法は、サウンドのような
要素を有する第１のデータベースに第２のフィルタを適用し、これによりフィルタリング
された第１のデータベースを生成するステップを更に有する。
【００２４】
　本発明は、第１のデータベースとも称される個人データベースに第２のフィルタとも称
されるフィルタを適用し、フィルタリングされた第１のデータベースと称される個人的要
素を含むフィルタリングされたデータベースを生成することにより、個人化されたサウン
ドデータベースを生成する方法を記載する。
【００２５】
　実施例によっては、前記コンピュータ実施方法は、前記フィルタリングされたデータベ
ースを前記フィルタリングされた第２のデータベースと組み合わせ、これにより個人化さ
れたサウンドデータベースを提供するステップを更に有する。
【００２６】
　本発明は、個人化された、したがって改良されたサウンドデータベースを生成するよう
に少なくとも２つのフィルタリングされたデータベースを組み合わせることによりサウン
ドデータベースを個人化する方法をも記載する。
【００２７】
　前記個人化されたデータベースは、前記第１及び第２のデータベースと比較して改良さ
れたフィーチャを持つので、改良されたデータベースとも称される。実際に、前記第１及
び第２のデータベースのフィルタリングされたサウンド、例えば前記リスナーに対してヒ
ーリング効果を持つ個人的サウンド及び前記リスナーのお気に入りの特徴的フィーチャを
持つヒーリングサウンドを組み合わせることにより、改良されたデータベースが得られる
。
【００２８】
　フィルタリングされた第１のデータベース及びフィルタリングされた第２のデータベー
スの組み合わせは、ここで、２つのフィルタリングされたデータベース内の要素の組み合
わせとして規定される。
【００２９】
　前記フィルタリングされた第１のデータベース及びフィルタリングされた第２のデータ
ベースの組み合わせは、個人化されたサウンドデータベースを提供し、ここで、前記フィ
ルタリングされた第１のデータベースからのフィルタリングされた個人的要素が、個人化
されたデータベースを達成するように前記第２のデータベースからのフィルタリングされ
た要素に組み合わせられる。
【００３０】
　前記フィルタリングされたデータベースの組み合わせは、２つのフィルタリングされた
データベースに含まれる要素の共通のデータベースへの単純な収集により行われることが
できる。実施例によっては、前記２つのフィルタリングされたデータベースの要素の組み
合わせは、異なる要素に異なる重みを与えることにより行われうる。
【００３１】
　前記フィルタリングされた第１のデータベース及びフィルタリングされた第２のデータ
ベースの組み合わせは、前記リスナーに所望の効果を生じる知覚されるテンポを持つ前記
第１のデータベース、例えば患者コレクション、からのサウンド、及び前記第１のデータ
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ベース内のサウンドと類似した特徴、例えば調性、パーカッシブ性、スペクトル帯域幅を
持つ前記第２のデータベース、例えば病院の音楽ライブラリ、からのサウンドが、個人化
されたデータベースに組み合わせられるようになっている。
【００３２】
　前記フィルタリングされたデータベースの組み合わせは、前記２つのフィルタリングさ
れたデータベースに含まれる歌の共通データベースへの単純な収集により行われることが
できる。一実施例において、前記第１のデータベースの歌の組み合わせは、重み付けされ
ることができる。例えば、より高いヒーリング特徴を持つ前記第１のデータベースからの
歌は、この組み合わせにおいて、より高い重みを持ちうる。
【００３３】
　一度前記２つの異なるフィルタリングされたデータベースからの要素が組み合わせられ
ると、前記個人化されたデータベースは、アクセスされることができ、前記データベース
内のサウンドは、ランダムに又は所定の順序で再生されることができる。データベース内
の要素の再生及びアクセスに関する変更は、当業者の範囲内である。
【００３４】
　他の実施例において、前記第１のデータベースは、ユーザのお気に入りのサウンドを有
するデータベースである。
【００３５】
　お気に入りのサウンドは、前記ユーザが達成することを望む所望の効果に基づいてサウ
ンドの前記ユーザ自身のコレクション内で前記ユーザにより容易に識別されることができ
る。
【００３６】
　例えば、前記リスナーは、リラックスしたい場合に、達成したい緩和状態を考慮してお
気に入りである音楽トラックのコレクションを選択することができる。これは、ソフトな
旋律及び／又はスローテンポを含むことができる。代わりに、活性状態を達成したい場合
に、異なるお気に入りのコレクションが好適でありうる。これは、高いリズム及び／又は
速いテンポを含むことができる。
【００３７】
　お気に入りのサウンドは、個人的に選択される又は個人データベース内又は他のデータ
ベース内で親戚により選択されることができる。
【００３８】
　実施例によっては、前記第１のフィルタは、デジタル信号処理アルゴリズムを有し、前
記デジタル信号処理アルゴリズムは、前記第２のデータベースに適用される場合に、前記
第１のデータベースの要素のサウンドフィーチャの好適な値と類似した値を持つフィーチ
ャを持つ要素を、前記第２のデータベースから選択する。
【００３９】
　本発明は、前記第１のフィルタ又は個人フィルタが、前記第１の又は個人サウンドデー
タベースの好適なサウンドフィーチャを決定するデジタル信号処理アルゴリズムであるコ
ンピュータ実施方法を記載する。前記フィルタは、前記第２のデータベースに適用される
場合に、サウンドフィーチャ類似性により、前記個人データベースの好適なサウンドフィ
ーチャに密接に関係しているサウンドのような要素を前記第２のデータベースから選択す
る。
【００４０】
　前記第１の又は個人フィルタは、サウンドコレクションのような前記データベースのサ
ウンドフィーチャ、すなわちサウンド特性を分析することにより、前記データベース、す
なわち前記第１のデータベースの所有者の音楽的嗜好を決定し、類似したサウンドフィー
チャを持つ要素を一般データベースから選別するデジタル信号処理アルゴリズムであるこ
とができる。前記第１のフィルタを適用することにより、一般データベース、すなわち前
記第２のデータベースでの個人化された選択が行われる。
【００４１】
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　例えば、前記第１のデータベースの各サウンドに対して、例えば前記個人コレクション
内の各歌に対して、調性、パーカッシブ性、リズム及びスペクトル帯域幅のようなサウン
ドフィーチャが、決定される。例えば、前記パーカッシブ性フィーチャは、立ち上がり（
Attack）、減衰／保持（Decay/Sustain）及び余韻（Release）として知られる三相エンベ
ロープでサウンドを近似することにより評価されることができる。パーカッシブ性のスペ
クトル－時間グラフが、構築され、次いで前記第２のデータベースに属する音楽トラック
と比較される。
【００４２】
　実施例によっては、音楽トラックのサウンドフィーチャの自動コンテンツ分析は、抽出
されたサウンドフィーチャが分類され、セグメント化され、比較されることができるよう
に実行されることができる。これらの抽出されたサウンドフィーチャに基づいて、個人ク
ラスを識別するサウンドフィーチャベクトルが構築される。前記一般データベースから、
アルゴリズムは、前記個人クラスの一部である又は音楽類似性比較により密接に関係した
サウンドを選択する。
【００４３】
　音楽類似性は、ここでは、サウンドのフィーチャを特徴づけるパラメータの値に関する
類似性として規定される。
【００４４】
　歌又は音楽トラック間の類似性は、異なる重みを持ちうる異なるサウンドフィーチャの
値の組み合わせの間の類似性として規定されることもできる。例えば、前記リスナーに対
して強化された緩和効果を生じるサウンドフィーチャは、歌の間の類似性を評価する場合
に、他のフィーチャより高い係数を持ちうる。
【００４５】
　実施例によっては、前記第２のデータベースからの要素の選択は、サウンドフィーチャ
の組み合わせの間の類似性マッチングに基づく。
【００４６】
　これらの類似性に基づいて、前記一般データベース内の歌は、最も類似した歌のプレイ
リストを形成するようにランク付けされる。実施例によっては、このプレイリストは、フ
ィルタリングされた第２のデータベースとも称されるフィルタリングされた一般データベ
ースである。
【００４７】
　実施例によっては、特定数のトップランキングの歌が選択され、前記フィルタリングさ
れた病院データベースに含められるのに対し、最低ランキングは、前記フィルタリングさ
れた病院データベースから除外される。
【００４８】
　例えば、実施例によっては、前記プレイリストの上位２５の要素が、選択されることが
できる。他の実施例において、前記プレイリストの上位５０の要素が、選択されることが
できる。他の実施例において、前記プレイリストの下位２５の要素が、前記選択から除外
されることができる。他の実施例において、前記リストの下位５０の要素が、前記選択か
ら除外されることができる。
【００４９】
　実施例によっては、前記第２のフィルタは、前記第１のデータベースに適用される場合
に、前記第１のデータベース内の要素のサウンドフィーチャを決定し、所定の値に対応す
るサウンドフィーチャの値を持つ要素を前記第１のデータベースから選択するデジタル信
号処理アルゴリズムを有する。
【００５０】
　前記第２のフィルタは、ここで、ヒーリングフィルタとも称される。ヒーリングという
言い回しは、リスナーとも称される、これらのサウンドにさらされる人に対する有益な効
果を称するものとして使用される。
【００５１】
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　前記第２のフィルタ又はヒーリングフィルタは、前記リスナーに対する所望の効果を持
つ音楽を選別するデジタル信号処理アルゴリズムであることができる。例えば、所要の効
果が前記リスナーの緩和である場合、前記フィルタは、前記リスナーにとって心地よい、
気分が安らぐ及び鎮静すると知られるフィーチャを持つサウンド又は音楽トラックのよう
な要素を選択する。前記リスナーに対する所要な効果が活性化である場合、前記フィルタ
は、前記リスナーに対して刺激的であると知られているフィーチャを持つサウンド又は音
楽トラックを選択する。
【００５２】
　このフィルタリングプロセスは、前記サウンドのスペクトル－時間特性に基づくことが
できる。例えば、前記デジタル信号処理アルゴリズムは、知覚されるテンポとも称される
、前記リスナーにより知覚される前記音楽のテンポを決定することができる。
【００５３】
　テンポは、音楽の記述的パラメータであり、自動音楽情報取り出しの多くのシステム、
例えば自動テンポトラッカーの焦点であった。テンポは、記録されたテンポと知覚的テン
ポとの間で区別されることができる。
【００５４】
　知覚的テンポは、リスナーのテンポ知覚を速い、穏やか又は遅いとして言及し、その間
、前記リスナーは、ほぼ一定の全体的なテンポで音楽の曲を聞く。より速いと知覚される
音楽は、より遅いと知覚される音楽より高い知覚的テンポを持つ。
【００５５】
　知覚されるテンポは、一般的に、拍／分で測定され、すなわち拍／分の知覚された数で
ある。一般に、リスナーは、心拍のテンポ、すなわち１２０拍／分（ｂｐｍ）内のテンポ
を好む傾向にある。例えば、８０ｂｐｍより低いテンポを持つ音楽トラックは、リスナー
に対して緩和効果を持つと知られている。
【００５６】
　提案されたアルゴリズムは、前記知覚的テンポを推定するのに有効でありうる。
【００５７】
　前記知覚されるテンポを決定するのに使用されるアルゴリズムの例は、例えば、マルチ
バンド共振器フィルタバンク、エンベロープ自己相関法又はオンセット間間隔（ＩＯＩ）
ヒストグラム法に基づくことができる。これらの方法は、知覚されるテンポの類似した表
現であり、知覚テンポヒストグラムと定量的に比較されることができるテンポの関数とし
て"周期性エネルギ"の内部表現を提供する。
【００５８】
　知覚されるテンポの決定は、リスナーの拍に合わせたタップ及び全てのリスナーにより
生成される各音楽トラックに対する知覚されるテンポの生成されたヒストグラムから得ら
れることもできる。
【００５９】
　前記第１のデータベースからの要素の選択は、決定された前記第１のデータベース内の
要素のサウンドフィーチャの値と、所定の値との間のマッチングに基づく。
【００６０】
　知覚されるテンポの所定の値は、前記リスナーに対して達成することを望む効果に関連
する。
【００６１】
　実施例によっては、前記第１のデータベースからの要素の選択は、所望の所定の値を持
つサウンドフィーチャの組み合わせの間のマッチングに基づく。
【００６２】
　例えば、知覚されるテンポ、調性及びスペクトル帯域幅の値の特定の組み合わせは、リ
スナーに対する緩和効果を生じるために望ましい所定の値の組み合わせであるかもしれな
い。この場合、前記第１のデータベースからの要素の選択は、これらのサウンドフィーチ
ャの組み合わせの最良のマッチングに基づく。実施例によっては、前記第１のデータベー
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スからの要素のランキングは、所望の値の所望の組み合わせと前記要素のサウンドフィー
チャの値との間のマッチングのレベルに基づいて生じる。このようにして、要素は、リス
トにランク付けされ、要素を選択するパラメータは、要望通りに調節されることができる
。例えば、実施例によっては、前記リストの上位２５の要素が、選択されることができる
。他の実施例において、前記リストの上位５０の要素が、選択されることができる。他の
実施例において、前記リストの下位２５の要素が、前記選択から除外されることができる
。他の実施例において、前記リストの下位５０の要素が、前記選択から除外されることが
できる。
【００６３】
　実施例によっては、サウンドフィーチャの好適な値は、前記個人化されたサウンドデー
タベースからの要素にリスナーをさらし、前記要素にさらしている間に前記リスナーの少
なくとも１つの生理的状態の変化をモニタし、前記リスナーの前記少なくとも１つの生理
的状態が所定の強度を持つ場合に、前記リスナーがさらされている前記個人化されたサウ
ンドデータベースの要素からサウンドフィーチャの好適な値を抽出することにより、決定
される。
【００６４】
　実施例によっては、リスナーは、前記個人化されたサウンドデータベースの個人化を最
適化するようにフィードバックを提供することができる。前記フィードバックは、前記第
２の又は一般データベースからの要素の選択における更なる反復に対して使用されること
ができる。これは、微調整された個人フィルタを作成するように前記第１の又は個人フィ
ルタを作成するのに使用される前記好適なサウンドフィーチャを更に決定することにより
達成される。前記微調整された個人フィルタは、一度前記第２の又は一般データベースに
適用されると、サウンドフィーチャの更新された好適な値に類似した値を持つフィーチャ
を持つ要素を前記第２の又は一般データベースから選択する。この反復は、前記個人フィ
ルタを更新し、微調整するのに使用される更新された好適なサウンドフィーチャを決定す
るリスナーの異なるフィードバックに基づいて複数回繰り返されることができる。
【００６５】
　リスナーからのフィードバックは、したがって、前記個人化された、すなわち改良され
たサウンドデータベースにこのリスナーをさらすことにより、及び前記リスナーの生理的
状態をモニタすることにより得られる。
【００６６】
　リスナーの生理的状態は、前記リスナーが前記データベースにさらされる間、すなわち
個人化されたサウンドデータベースを聞いている間、所望の効果に関連した生理的状態の
変化がさらされている間に生じるかどうかを決定するようにモニタされる。
【００６７】
　生理的状態は、ストレス又はリラックスであることができ、これに関連した身体パラメ
ータにおける物理的変化により示される。
【００６８】
　生理的状態の変化の例は、心拍数の変化、脳の電気的活動の変化又は皮膚導電率の変化
のようなバイタルサインの変化である。これらの変化は、これらのバイタルサインの定量
的変化を評価することができるいかなる装置によっても測定されることができる。
【００６９】
　例えば、患者が前記個人化されたサウンドデータベースにさらされ、脳活動が脳波記録
（ＥＥＧ）により記録される場合、例えばアルファ波範囲（８－１２Ｈｚ）における脳の
律動的活動の変化は、前記患者が聞いている音楽トラックのサウンドフィーチャの値が前
記個人フィルタを作成するのに使用されるサウンドフィーチャの好適な値に入るべきであ
るという指標でありうる。
【００７０】
　強度は、ここで、前記リスナーの体内で測定されることができるバイタルサインのレベ
ルとして規定される。
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【００７１】
　所定の強度は、前記リスナーの生理的状態に対する所望の効果に対応することが知られ
るバイタルサイン又はバイタルサインの組み合わせのレベルとして規定される。
【００７２】
　例えば、前記リスナーがストレスを受け、緩和の状態が達成されるべき状態である場合
、皮膚導電率の所定のレベルは、前記リスナーの緩和の状態に対応するレベルである。
【００７３】
　例えば、前記リスナーに対する所望の効果が緩和であり、前記リスナーの心拍数が前記
個人化されたサウンドデータベース内の特定の音楽トラックにさらされて減少する場合、
調性、パーカッシブ性及びスペクトル帯域幅のようなこの音楽トラックのサウンドフィー
チャの値が、抽出される。これらの値は、前記第２のデータベース、例えば病院の音楽ラ
イブラリに前記第１のフィルタ、すなわち前記個人フィルタを適用する際に好適な値とし
て使用される。このようにして、前記第１のデータベース、例えば前記個人データベース
内のサウンドフィーチャの好適な値は、更新される。これらの更新された好適な値は、前
記第２のデータベースから、前記第１のデータベースのサウンドフィーチャの前記更新さ
れた好適な値に類似した値を持つフィーチャを持つサウンドを選択するのに使用される。
【００７４】
　他の実施例において、前記抽出された値は、前記第１のデータベース、例えば前記個人
データベースに前記第２のフィルタ、すなわち前記ヒーリングフィルタを適用する際に好
適な値として使用される。このようにして、前記第２のフィルタにおいてヒーリング効果
を生じるサウンドの特性が更新される。
【００７５】
　これらの更新された特性は、前記第１のデータベースから、前記第２のフィルタにおい
てヒーリング効果を生じるサウンドの前記更新された特性に類似した特性を持つサウンド
を選択するのに使用される。
【００７６】
　したがって、オプションの閉ループフィードバックシステムが確立され、前記個人化さ
れたサウンドデータベースは、前記患者に対する異なる音楽トラックの効果のモニタリン
グにより及びそれに応じて音楽選択を適応することにより更に個人化及び最適化されるこ
とができる。
【００７７】
　一実施例において、第２のデータベースは存在しない。本発明は、したがって、第１の
データベースに対する第１のフィルタ、すなわちヒーリングフィルタの適用に限定される
。この第１のデータベースは、例えば病院の患者に属する又は前記患者の代わりに病院の
患者の家族により提供される音楽ライブラリでありうる。前記第１のフィルタは、前記第
１のデータベース内のサウンドの知覚されるテンポの値を決定し、所定の知覚されるテン
ポの値に対応するサウンドを前記第１のデータベースから選択するデジタル信号処理アル
ゴリズムでありうる。
【００７８】
　前記所定の値は、望ましい気分、例えば幸福若しくは悲しみ、又は身体的状態、ストレ
ス又は緩和の変化に関連したリスナーの生理的状態の変化を引き起こす値に対応する。例
えば、適切なヒーリング効果は、前記患者がストレスを受けている場合にリラックスさせ
ることであることができ、前記患者が活性化される必要がある場合に覚醒させることであ
ることができる。
【００７９】
　この処理は、前記サウンドのスペクトル－時間特性に基づく。結果は、フィルタリング
された患者コレクションである。
【００８０】
　他の実施例において、本発明の第１の態様によるコンピュータ実施方法は、前記個人化
されたサウンドデータベースからの要素にリスナーをさらすステップを更に有する。
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【００８１】
　実施例によっては、前記コンピュータ実施方法は、前記要素にさらしている間に前記リ
スナーの少なくとも１つの生理的状態の変化をモニタするステップと、前記要素にさらし
ている間に前記リスナーの少なくとも１つの生理的状態の不所望な変化を生じる要素を前
記個人化されたサウンドデータベースから除去するステップとを更に有する。
【００８２】
　実施例によっては、前記微調整された個人フィルタは、前記リスナーの生理的状態に対
する所望の効果を提供しない音楽トラックを除去するように前記個人化されたサウンドデ
ータベースに適用されることができる。
【００８３】
　他の実施例において、前記第１の又は個人フィルタは、前記フィルタリングされた第１
のデータベース及びフィルタリングされた第２のデータベースの組み合わせに適用される
ことができる。
【００８４】
　第２の態様において、本発明は、少なくとも１つの電子データプロセッサと、前記デー
タプロセッサに接続されたデータ通信インタフェースとを有する個人化されたサウンドデ
ータベースを生成するコンピュータベースのシステムに関し、前記コンピュータベースの
システムは、サウンドのような要素を有する第１のデータベースの要素のサウンドフィー
チャの好適な値を決定し、これにより第１のフィルタを作成し、サウンドのような要素を
有する第２のデータベースに前記第１のフィルタを適用し、これによりフィルタリングさ
れた第２のデータベースを生成する。
【００８５】
　本発明の第２の態様による実施例によっては、前記コンピュータベースのシステムは、
サウンドのような要素を有する第１のデータベースに第２のフィルタを適用し、これによ
りフィルタリングされた第１のデータベースを生成する。
【００８６】
　本発明の第２の態様による他の実施例において、前記コンピュータベースのシステムは
、前記フィルタリングされた第１のデータベースを前記フィルタリングされた第２のデー
タベースと組み合わせ、これにより前記個人化されたサウンドデータベースを提供する。
【００８７】
　第３の態様において、本発明は、コンピュータにロードされ、実行される場合に、本発
明の第１の態様及びその実施例により規定されるステップをコンピュータに実行させるコ
ンピュータ可読命令を記憶したコンピュータ可読記憶媒体に関する。
【００８８】
　本発明の基本的なアイデアは、ヒーリングサウンドを含む個人化されたサウンドデータ
ベースの実現に関する。
【００８９】
　一般に、本発明の様々な態様は、本発明の範囲内で可能ないかなる形でも組み合わせら
れ、結合されることができる。本発明のこれら及び他の態様、フィーチャ及び／又は利点
は、以下に記載される実施例を参照して説明され、明らかになる。
【００９０】
　本発明の実施例は、図面を参照して、例としてのみ、記載される。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の一実施例による概略図である。
【図２】本発明の一実施例による方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００９２】
　本発明の一実施例は、図１に示される。
【００９３】
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　サウンドを有する個人データベースＤ１は、ヒーリングフィルタＦ１により処理される
。Ｆ１は、リスナーに対して所望の効果を生じることが知られるサウンド及び／又は音楽
トラックフィーチャを個人データベースＤ１から選択する。このようにして、フィルタリ
ングされた個人データベースＤ３が生成される。
【００９４】
　ヒーリングサウンドを有する病院データベースＤ２は、個人フィルタＦ２により処理さ
れる。Ｆ２は、個人データベースＤ１の好適なサウンドフィーチャを決定する。フィルタ
Ｆ２が、病院データベースＤ２に適用される場合、Ｆ２は、サウンドフィーチャ類似性に
より、個人データベースＤ１の好適なサウンドフィーチャに密接に関連したサウンドを病
院データベースＤ２から選択する。このようにして、フィルタリングされた病院データベ
ースＤ４が生成される。フィルタリングされた個人データベースＤ３及びフィルタリング
された病院データベースＤ４を組み合わせることにより、新しいデータベースＤ５が生成
される。
【００９５】
　図２は、本発明の一実施例による方法のフローチャートである。この実施例において、
前記方法は、以下のステップ、すなわち、
－第１のデータベースＤ１の要素のサウンドフィーチャの好適な値を決定し、これにより
個人フィルタ（Ｆ２）を作成するステップＳ１と、
－病院データベースＤ２に個人フィルタＦ２を適用し、これによりフィルタリングされた
病院データベースＤ４を生成するステップＳ２と、
－個人データベースＤ１にヒーリングフィルタＦ１を適用し、これによりフィルタリング
された個人第１データベースＤ３を生成するステップＳ３と、
－フィルタリングされた個人データベースＤ１をフィルタリングされた病院データベース
Ｄ４と組み合わせ、これにより個人化されたサウンドデータベースＤ５を提供するステッ
プＳ４と、
を有する。
【００９６】
　実施例によっては、前記個人化されたサウンドデータベースは、サウンド及び／又は音
楽トラックのコレクションのような個人データベースにヒーリングフィルタを適用するこ
とにより得られる。前記個人データベースは、例えば病院の患者に属するサウンド及び／
又は音楽トラックのコレクションを有し、前記患者自身又はその親戚により提供されるこ
とができる。前記ヒーリングフィルタは、リスナーに対して所望の効果を生じることが知
られるサウンド及び／又は音楽トラックフィーチャを決定する。例えば、前記ヒーリング
フィルタは、前記リスナーに対して緩和効果を生じることが知られているフィーチャを持
つサウンド及び／又は音楽トラックを決定するように調節されることができる。前記リス
ナーに対して所望の効果を生じる特性を持つ個人サウンド及び／又は音楽トラックのコレ
クションを含むフィルタリングされた個人データベースは、したがって、前記ヒーリング
フィルタを適用することにより得られる。
【００９７】
　実施例によっては、前記方法が病院の患者の治療に関連して適用される場合、前記方法
は、少なくとも２つのフィルタを適用し、すなわち、第２のフィルタとも称されるヒーリ
ングフィルタを、第１のデータベースとも称されるサウンド及び／又は音楽トラックのコ
レクションのような個人データベースに適用し、これによりフィルタリングされた個人デ
ータベースを提供し、第１のフィルタとも称される個人フィルタを、第２のデータベース
とも称されるサウンド及び／又は音楽トラックの病院コレクションのような病院データベ
ースに適用し、これによりフィルタリングされた病院データベースを提供する。
【００９８】
　前記病院データベースは、リスナーに対して所望の効果を生じることが知られているサ
ウンド及び／又は音楽のコレクションを有する。例えば、前記コレクションは、前記リス
ナーに対して緩和効果を生じることが知られているサウンド及び／又は音楽トラックを有
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することができる。
【００９９】
　他の実施例において、前記個人コレクションは、例えば急性治療の場合にアクセス可能
ではないかもしれない。個人化されたフィルタは、したがって、前記患者の親戚又は友人
により提供される患者データベースの要素のサウンドフィーチャの好適な値を決定するこ
とにより得られる。例えば、親戚、友人、同僚、知人又は例えばジャンル、気分及びテン
ポに関して前記患者の音楽嗜好を知っている人は、彼ら自身の又は前記病院のコレクショ
ンのような音楽ライブラリから音楽トラック又はサウンドを選択することにより患者デー
タベースを作成することができる。
【０１００】
　他の実施例において、２つのフィルタリングされたデータベースを組み合わせ、これに
より個人化されたデータベースとも称される改良されたデータベースを提供する。
【０１０１】
　本発明は、個人化された、したがって改良されたサウンドデータベースを生成するよう
に少なくとも２つのフィルタリングされたデータベースを組み合わせることによりサウン
ドデータベースを個人化する方法をも記載する。
【０１０２】
　実施例によっては、前記方法が病院の患者の治療に関係して適用される場合、前記第１
のデータベースは、個人音楽コレクションであることができ、前記第２のデータベースは
、病院音楽コレクションであることができる。
【０１０３】
　前記ヒーリングフィルタによりフィルタリングされた前記個人音楽コレクションと前記
個人フィルタによりフィルタリングされた前記病院音楽コレクションの組み合わせは、前
記個人音楽コレクションの個人サウンド特性を維持する前記リスナーに対してヒーリング
効果を持つ音楽コレクションを生成する。
【０１０４】
　例えば、前記リスナーに対して緩和効果を生じる知覚されるテンポを持つ前記フィルタ
リングされた個人コレクションからの歌及び前記個人データベース内の前記歌のサウンド
に類似したサウンドフィーチャ、例えば調性、パーカッシブ性、スペクトル帯域幅を持つ
前記フィルタリングされた病院コレクションからのサウンドは、前記個人化されたサウン
ドデータベースを生成するように組み合わせられることができる。
【０１０５】
　前記フィルタリングされたコレクションの組み合わせは、そこに含まれる歌のプレイリ
ストへの単純な追加により行われることができ、前記プレイリストは、前記個人化された
データベースである。
【０１０６】
　他の実施例において、前記２つのフィルタリングされたデータベースに属する歌は、前
記個人化されたコレクションの最終特性に基づいて割り当てられた異なる重みを持つこと
ができる。
【０１０７】
　例えば、前記リスナーに対して緩和効果を持つ個人化されたコレクションは、緩和特徴
による高い重み付け係数を持つ前記フィルタリングされた個人コレクション及びフィルタ
リングされた病院コレクションからの歌を組み合わせることにより生成されることができ
る。より低い緩和特徴を持つ歌は、低い重み付け係数のため前記組み合わせから除外され
ることができる。
【０１０８】
　お気に入りのサウンドは、ユーザが達成することを望む所望の効果に基づいて前記ユー
ザ自身のサウンドコレクションを用いて前記ユーザにより容易に識別されることができる
。
【０１０９】
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　例えば、前記リスナーは、リラックスしたい場合に、前記リスナーが達成したい緩和状
態を考慮して前記リスナーのお気に入りである音楽トラックのコレクションを選択するこ
とができる。これは、ソフトな旋律、遅いテンポを含むことができる。代わりに、異なる
お気に入りのコレクションは、活性状態を達成したい場合に、好適であることができる。
これは、高いテンポを含むことができる。
【０１１０】
　お気に入りの要素は、個人データベースを用いて又は他のデータベース、例えば前記病
院データベース内で個人的に選択される又は親戚により選択されることができる。
【０１１１】
　実施例によっては、前記方法が、病院の患者の治療に関係して適用される場合、前記第
１のフィルタ又は個人フィルタは、前記患者コレクションの特性から前記患者の音楽的嗜
好を決定し、前記病院データベースから類似した音楽的嗜好を持つサウンドを選別するデ
ジタル信号処理アルゴリズムであることができる。このフィルタを用いて、ヒーリングサ
ウンドの前記病院コレクション中の個人化された選択は、行われる。
【０１１２】
　例えば、前記データベースの各サウンドに対して、例えば前記患者コレクション内の各
歌に対して、ジャンル、調性、パーカッシブ性、リズム及びスペクトル帯域幅のようなサ
ウンドフィーチャが決定される。例えば、音楽トラックのサウンドフィーチャの自動コン
テンツ分析は、抽出されたフィーチャが分類され、セグメント化され、比較されることが
できるように実行されることができる。これらのフィーチャベクトルに基づいて、個人ク
ラスが構築される。前記病院コレクションから、アルゴリズムは、前記個人クラスの一部
である又は音楽類似性比較により密接に関連したサウンドを選択する。
【０１１３】
　これらの類似性に基づいて、前記病院コレクション内の歌は、最も類似した歌のプレイ
リストを形成するようにランク付けされる。
【０１１４】
　実施例によっては、このプレイリストは、前記フィルタリングされた病院データベース
である。
【０１１５】
　他の実施例において、特定数のトップランキングの歌が選択され、前記フィルタリング
された病院データベースに含められるのに対し、最低ランキングは、前記フィルタリング
された病院データベースから除外される。
【０１１６】
　本発明は、図面及び先行する記載において詳細に図示及び記載されているが、このよう
な図示及び記載は、説明的又は例示的であり、限定的ではないとみなされるべきであり、
本発明は、開示された実施例に限定されない。開示された実施例に対する他の変形例は、
図面、開示及び添付の請求項の検討から、請求項された発明を実施する際に当業者により
理解され、達成されることができる。請求項において、単語"有する"は、他の要素又はス
テップを除外せず、不定冠詞"ある"は、複数を除外しない。単一のプロセッサ又は他のユ
ニットは、請求項に記載された複数のアイテムの機能を満たしてもよい。特定の方策が、
相互に異なる従属請求項に記載されるという単なる事実は、これらの方策の組み合わせが
有利に使用されることができないことを示さない。コンピュータプログラムは、他のハー
ドウェアと一緒に又はその一部として供給される光記憶媒体又は半導体媒体のような適切
な媒体上で記憶／配布されることができるが、インターネット又は他の有線若しくは無線
電気通信システムを介するような他の形式で配布されることもできる。請求項内の参照符
号は、その範囲を限定するものとして解釈されるべきでない。
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